
そ
の
他

事業を始めたときや法人を設立したときに必要な届出
個人は個人事業の開廃業届出など、法人は法人設立届出などが必要とな
ります。

47 48

個人で事業を始めたとき
法人を設立したとき

事業を始めたら
税務署にも
手続が必要なの？

個人で事業を始めたとき
　開業後１か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出してください。そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のよ
うな届出も必要となります。

※個人事業の開業・廃業等届出書に給与等の支払の状況を記載した場合は、提出は不要です。
注1：上記提出期限が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
注2：消費税について、新規開業年とその翌年は、原則として免税事業者となります。
　　なお、免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者となることができます。→Ｐ3「消費税のしくみ」参照

対　象 届出の名称 提出先 提出期限

事業を始めるとき
個人事業の開業・廃業等届出書
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

所得税の青色申告承認申請書

青色事業専従者給与に関する届出書

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書（※）

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

納税地の所轄税務署

給与支払事務所等の
所在地の所轄税務署

開業の日から1か月以内
最初の確定申告書の提出期限まで
最初の確定申告書の提出期限まで

開業の日が1月1日から1月15日までの
場合は3月15日まで、開業の日が1月
16日以降の場合は、開業の日から2か
月以内
給与支払事務所等を設けてから
1か月以内
随時（給与の支給人員が常時
10人未満の場合）

青色申告で
申告したい人
青色事業専従者
給与を支払う場合
従業員に給与を
支払う人
源泉所得税の納期
の特例を受ける人

法人を設立したとき
　法人登記終了後に、「法人設立届出書」を提出してください。そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような届出も必要と
なります。

※１添付書類として、定款等の写しなどの提出が必要となります。
※２法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨を記載した場合は、提出は不要です。
注1：上記提出期限が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
注2：消費税について、法人の設立事業年度とその翌事業年度は、新設法人に該当する場合等を除き原則として免税事業者となります。
    　なお、免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者となることができます。→Ｐ3「消費税のしくみ」参照

対　象 届出の名称 提出先 提出期限

法人を設立したとき
法人設立届出書（※1）
棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

青色申告の承認申請書

消費税の新設法人に該当する旨の届出書（※2）

納税地の所轄税務署

給与支払事務所等の
所在地の所轄税務署

納税地の所轄税務署

法人設立の日以後2か月以内
最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで

法人設立の日以後3か月を経過した日又
は最初の事業年度の終了日のいずれか
早い日の前日まで

給与支払事務所等を設けてから
1か月以内

速やかに

随時（給与の支給人員が常時
10人未満の場合）

役員や従業員に報酬、
給与を支払うとき
源泉所得税の納期
の特例を受けるとき

青色申告で
申告したいとき

資本金の額又は出資金の
金額が1,000万円以上のとき

〈届出書などの提出はe-Taxが便利です〉
個人事業の開業・廃業等届出、法人設立届出、青色申告の承認申請、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出、源泉所得税の納期
の特例の承認に関する申請などは、e-Taxを利用してオンラインで申請・届出ができます。
→P４4「e-Tax（国税電子申告・納税システム）」参照

税務署長の処分に
不服があるとき

税務署長の処分に納得
できないのですが･･･

再調査の請求・審査請求・訴訟
税務署長が行った処分に不服があるときは、その処分の取消しや
変更を求める不服申立てを行うことができます。

●税務署長が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から３か月以内に、税
務署長に対して「再調査の請求」を行うことができます。また、この再調査の請求を経ずに、直接国税不服審判所長に対して審査請求を
行うこともできます。（下図❶❷参照）
●税務署長は、その処分が正しかったかどうか、改めて見直しを行い、その結果を「再調査決定書」により納税者に通知します。
注：この再調査の請求に係る決定により、納税者にとって不利となるような変更がされることはありません。

注1：再調査の請求から3か月を経過しても再調査の請求に係る決定がない場合には、国税不服審判所長に対して審査請求を行うことができます。
注2：審査請求から3か月を経過しても裁決がない場合には、裁判所に訴訟を起こすことができます。
注3：災害等の理由により再調査の請求又は審査請求をその期限までにできないときは期限が延長されます。
　   詳しくは、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）又は国税不服審判所ホームページ（www.kfs.go.jp）をご覧ください。

●再調査の請求1
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国税不服審判所長

【国税不服審判所とは】
国税不服審判所は、納税者
の正当な権利利益を救済す
ることを目的とした国税庁の特
別の機関であり、税務署長な
どが行った国税に関する法律
に基づく処分についての審査
請求に対して、公正な第三者
的な立場で裁決を行います。

裁判所

審査請求

決
定

選
択
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●税務署長が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるときには、処分の通知を受けた日の翌日から３か月以内に、
国税不服審判所長に対して「審査請求」を行うことができます。また、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決
定後の処分になお不服があるときは、再調査決定書の通知を受けた日の翌日から１か月以内に審査請求を行うことができます。（下図❷参
照）
●国税不服審判所長は、税務署長の処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を「裁決書」により納税者と税務署長に通知します。
注：裁決は、税務署長が行った処分よりも納税者に不利益になることはありません。

●審査請求2

国税不服審判所長の裁決を受けた後、なお処分に不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に「訴訟」を
起こすことができます。（下図❸参照）

●訴訟3


